
令和８年度 東京都中学校体育連盟 

地域クラブ活動からの大会参加に関する細則 

 

全競技共通事項 

① 民間地域クラブ活動の所在地（中央競技団体や東京都競技団体への登録地）をも 

って東京都中学校体育連盟への加盟・各競技専門部への登録をする。民間地域クラ 

ブ活動の所在地は東京都内でなければならない。 

② 予選大会がある場合は、登録地の地域大会（支部大会、ブロック大会等）に参加 

する。〔特例あり〕 

③ 選手は、最初に届け出た所属団体を同一年度中に変更することはできない。ただ 

し、転居等によって所属地区から移動した場合や、教育的配慮が必要と認められた 

場合はこの限りではない。（当該競技専門部に「所属団体変更願」を提出し、許可 

されたら変更できる。） 

④ この細則は令和７年度に適用する。以後、必要に応じて見直しを行う。 

 ⑤ この細則には、「令和７年度 東京都中学校体育大会実施要項」、「民間地域クラ 

ブ活動の加盟・登録の流れ」及び「加盟・登録申請書」の同意事項に記載してい 

ない「競技部や競技の特性による規則」のみ掲載しています。競技専門部のホー 

ムページに詳細が掲載されている場合は、よく読んで不備のないように手続きを 

してください。 

 

 

令和８年度 東京都中体連剣道部 地域クラブからの大会参加に関する細則 

 

【民間地域クラブ・行政主導地域クラブ共通】 

〇加盟・登録について 

 ・東京都中学校体育連盟が定めた方法・期日に従うこと。 

〇大会参加について 

 ・１団体の出場枠は各大会の規程による。  

 ・各支部中体連予選大会もしくはブロック予選大会から参加する。  

 ・団体戦・個人戦ともに同一団体からの出場とする。（例えば、団体戦は学校から、個人

戦は地域クラブ活動からという参加は認めない。）  

 ・大会運営に必要な審判員・役員等の派遣に協力すること。 

 



  ※日本中体連の「参加資格の特例及び細則」、並びに各都道府県中体連の加盟条件を遵守

した団体であることが前提であることから、これ（学校部活動の意義やマナー等を含む）

に反する行動が見られた場合は、都道府県中体連（都道府県中体連剣道専門部）の判断

で除名することもある。 

 

【民間地域クラブ】 

〇参加を認める条件  

 ・東京都剣道連盟に加盟している団体に所属をしている民間地域クラブ活動であること。  

〇加盟・登録  

 ① 必要書類を東京都中学校体育連盟剣道部 加盟・登録受付先に、東京都中学校体育連

盟が定める期日までに必着のこと。 

 ② 東京都中学校体育連盟剣道部ホームページにある「民間地域クラブ活動の加盟・登録

に関する確認事項」に従って所定の書類を作成し、更に「地域クラブ活動の加盟・登録に関

する所属剣道連盟の証明書」（地ク－剣道別紙１）も合わせて提出する。 

〇その他  

 ① １年以上の活動実績があり、複数学年の生徒が所属している（小学生や高校生も含め

て、継続して活動している実態があれば可）こと。かつ、都道府県中体連剣道専門部が都道

府県中体連加盟条件を遵守した団体であると判断したクラブ活動とする。 

  ② 大会に出場するためには、「所属している各区市町村等の剣道連盟」での手続きが必

要となるので、必ず東京都中学校体育連盟剣道部のホームページを確認すること。  

 

【行政主導地域クラブ】 

〇加盟・登録  

  ・「自治体主導で発足した地域クラブ活動（モデル地区を含む）」及び「部活動の地域展開

を主目的として発足したクラブ活動」については、各教育委員会等から「行政主導地域クラ

ブ」として登録すること。 


